




2015年からの「シフト勤務」「在宅勤務」の重点取組み
により、メリハリの効いた業務遂行を促進。また有給休
暇のほか、5日間の連続休暇・指定休暇・リフレッシュ休
暇等、充実した休暇制度を活用し、各人が計画的に休暇

取得できる文化が定着しています。
個々の「違い」を尊重して受け入れ、従業員が活き活き

と働ける環境を整え、多様化するお客さまのニーズに対
応していく「企業文化」づくりを進めています。
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組織活性化への取組み

〜「お客さま第一宣言」の実践に向けた、組織の基盤づくり〜

【ダイバーシティの推進】

人材のグローバル化
外国人の採用：従業員の英語力強化の取組みのほか、外国人の採用とその適材適所の配置により、
海外ビジネスの強化や価値観の多様性により組織の活性化を図っています。
現在では日本を含め、4つの国と地域の出⾝者が就業しています。

仕事と育児の両⽴
法定を上回る産休・育休の制度に加え、柔軟な育児時短勤務等の諸制度やその職場理解により、
育児と仕事の両立が可能な職場環境が整っています。

⼥性活躍推進
ダイバーシティ（女性活躍推進）プロジェクトの実施等により、女性がさらに活躍できる職場環境の整
備等に努めています。また、2018年6月1日現在で9.50%の女性管理職比率を2020年度には20％、
2023年度には30％となるよう目標設定しその実現に取り組んでいます。

【働き方の多様化】

保育園送迎・当番制勤務等　 各自で働き方を工夫
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全部署で活用し、着実に業務効率化に貢献
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年次有休以外の連続休・指定休は90％の消化率
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着実に、早帰り意識が定着
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当社は、第三者委員会である「お客さま第一委員会」を
設置し、外部有識者の意見を業務運営に反映する仕組み
を導入しています。同委員会は、主に個人のお客さまを
対象とした投資信託商品の組成・運用に関して、お客さ
ま視点にたったご意見・ご助言を頂き、業務の改善に活

お客さま第一委員会

用することを目的として、四半期ごとに開催しています。
また、当社の「利益相反の管理状況」について、同委員
会にてモニタリングを実施しています。モニタリング結果
は、委員会の提言事項と併せて、取締役会へ報告してい
ます。

当社は、当社業務において利益相反のおそれのある取
引・行為について、お客さまの利益が不当に害されるこ
とのないよう、「利益相反管理方針」を定めています。同
方針では、当社業務におけるすべての取引・行為につい

て、お客さまの利益が不当に害されるおそれが認められ
るケースを管理対象として指定し、大きく以下の4種類に
類型化したうえで管理を行っています。

利益相反管理に関する取組み

（1）親会社、グループ会社の発行する有価証券への投資に関する利益相反
（2）取引先企業の発行する有価証券への投資に関する利益相反
（3）議決権行使に関する利益相反
（4）その他の利益相反（当社取引先とお客さまの資産との間の利益相反など）

類型化した各管理対象に対して、次のような管理態勢を構築しています。

①		利益相反統括管理部署（コンプライアンス・リスク管理部）は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、
	有価証券取引・議決権行使等の利益相反に関する各種モニタリングを行う。

②	お客さま第一委員会にて、利益相反統括管理部署からの報告内容をもとに管理状況のモニタリングを行う。
③	お客さま第一委員会のモニタリング結果および提言内容を取締役会へ報告する。

なお当社では、利益相反の可能性を排除するため、原則として、親会社およびグループ会社の発行する有価証券へ
の投資を行わないことになっています。
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ガバナンスに関する取組み

当社は、お客さま第一の実践のため、社外の目を経営に取り入れ、お客
さま第一の視点からのガバナンス体制強化に取り組んでまいります。ま
た、効果的・効率的なリスク管理態勢を目指すとともに、実効性のある
コンプライアンスを推進します。

委員

荒井 勝（委員長） NPO法人日本サステナブル投資フォーラム（JSIF）会長

永沢 裕美子 フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人（発起人）

安田 和弘 堀総合法律事務所	弁護士

山口 裕之 当社代表取締役社長

（2018年7月1日時点）



損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの歴史

● 2011年11月
持続可能な社会の形成に向けた金融行
動原則（21世紀金融行動原則）に署名

● 2012年1月
責任投資原則（PRI）に署名

● 2013年3月
米国The	TCW	Group,	Inc.との資本提携を解消

● 2016年3月
「お客さま第一宣言」を公表

● 2016年12月
確定拠出年金運営管理業務の登録

● 2017年5月
「顧客本位の業務運営に関する原則」の採択

● 1991年6月
米国Brinson	Partners,	Inc.と提携し、ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併
安田火災ブリンソン投資顧問株式会社に商号変更

● 2014年5月
「日本版スチュワードシップ・
コード対応方針」の採択

● 2007年9月
金融商品取引業者として登録● 2002年7月

損保ジャパン・アセットマネジメント
株式会社に商号変更

● 2010年10月
ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合
併し、損保ジャパン日本興亜アセットマネジ
メント株式会社に商号変更

●1998年1月
安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

● 1999年9月
国内2番目となるエコファンド、
損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称：ぶなの森）運用開始
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● 1986年2月
安田火災グループ等の出資により、安田火災投資顧問株式会社を設立

● 1987年2月
投資顧問業の登録／投資一任業の認可取得

● 1998年3月
Brinson	Partners,	Inc.との資本提携を解消
安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
証券投資信託委託業の免許取得

● 1999年2月
米国The	TCW	Group,	Inc.と資本提携
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財務ハイライト

2017年度の業績
•  営業収益（ネット）： 投資信託部門は、金融法人向けの販売好調により委託者報酬2,182百万円（前期比4.1％増）となった一方、投資

顧問部門は、運用パフォーマンスに応じた報酬の減少により運用受託報酬2,215百万円（前期比▲21.3％減）とな
りました。これにより、営業収益は4,397百万円（前期比▲10.5%減）となりました。

• 営業費用（ネット）：先行投資により人件費・物件費ともに増加し、営業費用は3,620百万円（前期比8.4%増）となりました。
この結果、営業利益は777百万円（前期比▲50.6%減）、当期純利益は550百万円（前期比▲50.5％減）となりました。

【解説】営業収益・営業費用ネット表示
※  営業収益（ネット）および営業費用（ネット）は、販売会社および再委託運用

会社への支払手数料を控除した数値

当期純利益、ROE
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純資産、自己資本比率
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財務データ

（単位） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
＜損益＞
営業収益（ネット） 百万円 3,637 4,602 4,722 4,913 4,397

委託者報酬（ネット） 百万円 1,661 2,619 2,675 2,096 2,182
運用受託報酬（ネット） 百万円 1,975 1,983 2,046 2,816 2,215

営業費用（ネット） 百万円 2,601 2,855 2,948 3,339 3,620
人件費 百万円 1,386 1,463 1,524 1,675 1,777
物件費 百万円 1,214 1,391 1,423 1,664 1,843

営業利益 百万円 1,036 1,747 1,773 1,573 777
税引前当期純利益 百万円 1,037 1,900 1,780 1,586 782
当期純利益 百万円 814 1,241 1,173 1,111 550
＜財政＞
現金及び現金同等物 百万円 3,179 3,896 4,375 5,032 4,606
純資産 百万円 3,490 3,712 4,379 4,999 5,351

資本金 百万円 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
総資産 百万円 4,664 5,703 6,350 7,164 7,522
剰余金配当 百万円 0 1,007 500 500 200
＜1株当たりデータ＞
EPS（1株当たり当期純利益） 円 33,799.8 51,555.0 48,740.8 46,146.8 22,846.6
BPS（1株当たり純資産） 円 144,932.6 154,126.6 181,844.4 207,593.0 222,196.9
DPS（1株当たり配当金） 円 0.0 41,811.7 20,759.8 20,759.8 8,303.9
＜レシオデータ＞
流動比率 ％ 378.9 271.5 311.1 326.5 342.7
ROE ％ 23.3 33.4 26.8 22.2 10.3
ROA ％ 17.5 21.8 18.5 15.5 7.3
自己資本比率 ％ 74.8 65.1 69.0 69.8 71.1
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貸借対照表

単位：百万円

2016年度 2017年度 増減

資産の部
流動資産 6,745 7,024 278

現金・預金 5,032 4,606 ▲426
前払費用 77 69 ▲8
未収委託者報酬 760 919 159
未収運用受託報酬 788 1,371 582
未収収益 0 0 0
繰延税金資産 63 55 ▲8
その他の流動資産 22 3 ▲19

固定資産 419 498 79
有形固定資産 44 46 2

建物 31 27 ▲4
器具・備品 12 19 7

無形固定資産 4 4 －
電話加入権 4 4 －

投資その他の資産 370 446 76
投資有価証券 47 66 18
長期差入保証金 161 161 －
繰延税金資産 161 218 57
その他の投資 0 0 0

資産合計 7,164 7,522 357
負債の部
流動負債 2,065 2,049 ▲15

未払金 660 368 ▲292
未払手数料 340 332 ▲8
未払費用 691 1,106 415
未払法人税等 143 71 ▲71
未払消費税等 10 44 34
前受収益 7 － ▲7
預り金 82 15 ▲67
賞与引当金 120 104 ▲15
役員賞与引当金 9 5 ▲3

固定負債 98 120 22
退職給付引当金 90 112 21
資産除去債務 8 8 0

負債合計 2,164 2,170 6
純資産の部
株主資本 4,998 5,349 350

資本金 1,550 1,550 －
資本剰余金 413 413 －
利益剰余金 3,035 3,385 350

評価・換算差額等 0 2 1
その他有価証券評価差額金 0 2 1

純資産合計 4,999 5,351 351
負債・純資産合計 7,164 7,522 357

デ ー タ 集
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損益計算書

単位：百万円

2016年度 2017年度 増減

営業収益 9,180 8,377 ▲802
委託者報酬 5,363 5,004 ▲359
運用受託報酬 3,816 3,372 ▲444

営業費用 7,606 7,600 ▲6
手数料 4,266 3,979 ▲287
人件費 1,675 1,777 101
物件費 1,664 1,843 178

営業利益 1,573 777 ▲795
営業外収益 12 4 ▲7
営業外費用 0 0 0

経常利益 1,586 782 ▲803
特別損失 0 0 －

税引前当期純利益 1,586 782 ▲803
法人税等 428 281 ▲147
法人税等調整額 45 ▲49 ▲95

当期純利益 1,111 550 ▲561

重要な会計方針

(1)資産の評価基準及び評価方法
 その他有価証券

 ・時価のあるもの
 　当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
    （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
 ・時価のないもの
 　移動平均法による原価法

 
(2)固定資産の減価償却の方法
 定額法
 
(3)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
 
(4)引当金の計上基準
 ・賞与引当金
 　従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上
 ・役員賞与引当金
 　役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上
 ・退職給付引当金
 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上
 
(5)消費税等の会計処理方法
 税抜方式
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１．会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

賛成 反対 棄権 白紙委任 合計
a. 剰余金処分 213 64 0 0 277

b. 取締役選任 244 163 0 0 407

c. 監査役選任 213 57 0 0 270

d. 定款一部変更 84 1 0 0 85

e. 退職慰労金支給 6 4 0 0 10

f. 役員報酬額改定 97 8 0 0 105

g. 新株予約権発行 23 2 0 0 25

h. 会計監査人選任 9 0 0 0 9

i. 再構築関連※1 0 0 0 0 0

j. その他会社提案※2 117 23 0 0 140

合計 1,006 322 0 0 1,328

※1 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
※2 自己株式取得、法的準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策（上記a～iの議案を除く）等

２．株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

賛成 反対 棄権 白紙委任 合計
合計 8 103 0 0 111

３．議決権行使結果の概況
　2017年1～12月総会では、行使対象企業383社、会社提案1,328議案、株主提出111議案に対し議決権行使指図を行いま
した。そのうち、会社提案議案で反対票を投じた議案は322議案あり、反対比率は24％となりました。

　会社提案議案で反対票を投じた主な内容は以下のとおりとなりました。
　・大株主出身者等で独立性の観点から問題があると考えられ、社外取締役選任議案に反対したケース
　・大株主出身者等で独立性の観点から問題があると考えられ、社外監査役選任議案に反対したケース
　・ROE、DOEに照らして著しく低い配当議案に反対したケース
　・ROE、DOEに照らして著しく低い配当となっているが、剰余金処分議案が上程されていないため、代表取締役選任議案に
　　反対したケース
　・監査役、社外取締役が支給対象に含まれるなど、コーポレートガバナンスの観点から問題がある退職慰労金支給議案に
　　反対したケース
　・社外取締役が複数名選任されておらず、適切なガバナンス体制構築を怠ったと判断し代表取締役選任議案に
　　反対したケース

　今年度は、買収防衛策関連議案が19議案ありましたが、買収防衛策を継続する合理的な必要性があるかを個別に精査した
結果、すべての議案に反対票を投じました。
　また、株主提出議案では、取締役等の報酬の個別開示を求める議案等について、賛成票を投じました。

議案別議決権行使状況 （2017年1月～12月総会開催企業）

デ ー タ 集

※ 個別議案ごとの行使状況については、当社ホームページで公表しています。
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１．お客さまの資産形成に一層貢献できる運用力の実現

アクションプラン 取組状況（参照ページ）
優れた運用人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力を目指
します。 

 10～11ページ（運用力強化の取組み）

短期的な投資テーマや相場変動に振り回されず、中長期の運用目的に適した良
質なアクティブ運用を提供する社会的使命を果たすため、中長期のファンダ
メンタルズに基づく本源的投資価値を判断基準とするアクティブ・バリュー
の運用スタイルを貫きます。
当社の運用手法に熟練した運用人材を十分に確保し、独自の運用モデルや運用
プロセスにさらに磨きをかけて参ります。優れた運用人材の継続的な育成に
努め、最高水準のチーム運用力を目指します。

 10ページ（運用力強化の取組み）

運用品質を不断に改善していくため、資産運用に対する高い知見を有す外部機
関（年金コンサルタントなど）の定性評価を積極的に受け、その評価結果の向上
に努めます。

 11ページ（運用力強化の取組み）

運用パフォーマンス向上のため、専門人材の配置とトレーディング手法の高
度化を図り、取引執行コストの削減に努めます。

 10ページ（運用力強化の取組み）

お客さまの運用ニーズに対し、最善のソリューションを提供します。

さまざまな海外資産に対する投資手段を提供するため、保険会社の外部委託
運用やヘッジファンドのゲートキーパー運用で培ってきた豊富な経験を活か
して、海外の優良な運用会社や運用商品の発掘に努めます。

 10ページ（運用力強化の取組み）

個人の長期的な資産形成に適した「長期・積立・分散投資」に資する運用商品
をさらに充実させるため、マルチアセット運用の商品ラインナップを拡充し
ます。

 10ページ（運用力強化の取組み）

今後も低金利環境の長期化が予想される中で、安定的な絶対利回りを求める投
資ニーズに応えるため、これまで当社がアクティブ・バリュー運用手法のも
とで培ってきた超過収益獲得のスキル・ノウハウを活かした「絶対収益追求型
商品」の開発を進めます。

2017年9月　 保険会社向け私募投信（絶対収益ターゲットファンド）
を設定

中長期的に高い経済成長が見込まれる新興国資産に対する投資ニーズに応え
るため、エマージングアジア株のインハウス調査体制を増強し、新興国株式の
運用力向上を図ります。

 10ページ（運用力強化の取組み）

エコファンドのパイオニアとして、社会・経済の好循環を促進する責任
投資に取り組みます。 

 12～15ページ（責任投資の取組み）

社会・経済の好循環を生み出すインベストメントチェーンの一端を担う機関投
資家としての社会的責務を全うするため、責任投資全般を統括する専門部署
の設置やESG分野の専門人材の登用・育成を通じ、スチュワードシップ活動の
さらなる充実化に取り組みます。

 12ページ（責任投資の取組み）

投資先企業や投資候補先企業との間で、建設的な対話（エンゲージメント）を行
える関係を構築するため、当社の運用哲学や運用手法、投資判断基準、議決権
行使判断基準などを積極的に発信し、企業側の理解促進に努めます。

 12・15ページ（責任投資の取組み）

責任投資の考え方がさまざまな投資家層で受け入れられ、一層の普及を促す
ための取組みとして、1999年から運用しているエコファンドの調査実績を活
用し、ESG要素が企業の財務や株価に与える影響（有効性等）に関する調査・研
究を行い、その結果を公表します。

グループ会社のSOMPOリスケアマネジメントと連携し、ESGス
コアとファンダメンタルズ指標の関係性について、外部に研究委
託を行っています。

当社は、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営の原則」について、その趣旨に全面的に賛同し、採択しています。
また当社は、「お客さま第一宣言」（4ページ参照）を策定、公表していますが、同宣言で掲げる「3つの実現」に取り組むことを通じて、顧

客本位の業務運営を実現してまいります。
2017年5月、「顧客本位の業務運営の原則」の採択にあわせて、「お客さま第一の実践に向けたアクションプラン」を新たに策定しました。
アクションプランの取組状況は、下表のとおりです。

「お客さま第一の実践に向けたアクションプラン」の取組状況
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２．真にお客さまの視点にたった商品・サービスの実現

アクションプラン 取組状況（参照ページ）
お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組み
ます。 

 16～18ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の開発・提供を行っていくため、
商品戦略・運用報酬・分配金等に関する基本方針を明確化します。

 17ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

お客さまが自分にふさわしい商品を選択しやすくするため、お客さまの知識
や経験など商品ごとに想定するお客さまを明確にし、投資上級者や投資初心
者等、お客さまの特性に適した商品を開発します。

 17ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

お客さまのニーズにマッチした商品の開発やサービスの向上を図るため、当
社がお客さまの声を直接伺う仕組みの強化、およびお客さまの声を集める仕
組みの構築を進めます。

SNS等を活用したお客さま向け情報発信サービスを検討中です。

お客さまに安心してファンドを保有していただくための有益な情報提
供・資料作成を行います。 

 16～18ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

運用商品の手数料、商品の特性や仕組み、分配方針など、重要な情報を分かり
やすくお伝えするため、お客さま視点にたった目論見書・販売用資料等の作
成・提供を行います。ユニバーサルデザインの導入や文章・表現の見直しも積
極的に進めます。

 17ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

お客さまの知識や経験などにふさわしい商品提供が行われるようにするた
め、当社が商品ごとに想定しているお客さま属性を明確にし、販売会社への情
報提供と対話を強化します。

 17ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）
プロダクトマッピング（当社が提供する商品および対応するお客さ
ま属性の分類一覧）を作成し、販売会社との対話を行っています。

投資初心者のお客さまにも分かりやすく、お客さまに有用な情報を提供できる
ように、随時、ホームページの見直しを行います。あわせて、運用手法や投資
哲学など、当社の特長を分かりやすく情報発信する取組みも強化します。
また、デジタル技術を活用し、お客さまの中長期的な資産形成の理解に役立つ
ツール・情報の提供を行います。

 6ページ（当社の運用について）

お客さまへのサービスを拡充しつつ、運用報酬の引き下げを目指します。

お客さまにとって合理的な水準の運用報酬（手数料等）の設定を行うため、運
用報酬に係る基本方針を踏まえ、既存の運用商品を含めた運用報酬の見直しを
進めます。

 17ページ（商品・サービスの提供に関する取組み）

３．上記１．と２．を実現するガバナンス体制・業務基盤の実現

アクションプラン 取組状況（参照ページ）
社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制
を強化します。 

お客さま第一の実践のため、「お客さま第一委員会」を設置し、外部識者の意見を
反映する仕組みを導入しています。一層のガバナンス強化を図るため、社外の
目を経営に取り入れ、経営の独立性を確保・維持する仕組みづくりを進めます。

 22ページ（ガバナンスに関する取組み）

効果的・効率的な最高水準のリスク管理態勢・事務対応力を目指します。

プロフェッショナル人材の採用・育成を推進するために、報酬制度の成果連動
性を高めます。あわせて、お客さま第一の行動や取組みが各役職員の業績評価
に適切に反映するように、制度を運営します。

新人事制度を導入し（2017年6月）、運用を開始。旧制度に対して、成
果と報酬の連動性を高める報酬体系としました。
人事評価にあたり、「お客さま第一」の取組みをチェックポイントと
して組み込み、各人による取組みのインセンティブを高める仕組み
としました。

お客さまの利益が不当に害されることを防ぐため、利益相反取引管理に関す
る方針を見直し、利益相反取引を適切に管理します。

 22ページ（ガバナンスに関する取組み）

一層のグローバル展開を推進するため、海外人材の育成態勢を整え、グローバ
ル対応力の強化を行います。

日本文化にも精通した外国籍人材を採用し、海外とのコミュニケー
ション力・実務対応力を強化しました。（2017年度は外国籍人材を
3名採用）

「お客さま第一の実践に向けたアクションプラン」の取組状況
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投資信託およびプロダクトに関わるご注意事項

 ◆ 当資料は投資運用業者としての損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、当社）により作成されたものであり、法令に基づく
開示書類ではありません。 

 ◆ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本や分配金が保証されているものではありません。 

 ◆ 値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。 

 ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

 ◆ 証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 

 ◆ 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来
の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 

 ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期していますが、その正確性を保証するものではありません。 

 ◆ 本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したもの、あるいは過去の実績や現在の市場環境から推測
されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでも
ありません。 

 ◆ 当資料に記載の当社意見等は予告なく変更することがあります。 

 ◆ 投資信託の取得のお申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ずお
受け取りのうえ、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 

 ◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げ
ます。

 ◆ 当社は、グローバル投資パフォーマンス基準(Global Investment Performance Standards, GIPS®)への準拠を表明しています。なお、当
社は、2012年4月1日から2017年3月31日の期間について独立した検証者による検証を受けています。当社は機関投資家向け資産運用およ
び投資信託運用の意思決定過程が一体化していますので、GIPS基準では、全体を「会社」として定義しています。なお、当社のコンポジットの
概略一覧表およびGIPS基準に準拠した提示資料は、ご請求に応じご提出可能です。

【各ファンド賞・レーティングに関するご留意事項】
■R&Iファンド大賞
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性および完全性につきR&Iが保証するも
のではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、または将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当
大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、
かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に
関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、
受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社のすべての個別ファンドについて運用実績が優れていることを
示すものではありません。

■トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワード・ジャパン
トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイターリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託

の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイターリッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去
のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータ
および情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

■Morningstar Award “Fund of the Year 2017”
Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、

モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の
知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社ならびにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニ
ングスターが判断したものです。債券型部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド1,028本の中から選考されました。

■モーニングスターレーティング
モーニングスターのレーティング情報は、過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニン

グスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有
権その他一切の権利はモーニングスター株式会社ならびにMorningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

直近のレーティング情報等に関してはモーニングスターのホームページ(www.morningstar.co.jp)を参照してください。
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当社業務に関する一般的なご留意事項

【投資一任契約に際しての留意事項】
■投資一任契約に係るリスクについて

投資一任契約に基づく運用は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の
市場における取引価格の変動や為替の変動等により運用資産の価値が変動します。したがってお客さまから受託した資産の当初の評価額（元本）を
下回ることがあり、さらに元本を超えて損失を被るおそれがあります。

投資一任契約の投資対象は、個別の投資一任契約ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの
内容や性質が異なりますので、ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資一任契約に係る費用について　[ご契約いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます]

■投資一任契約の期間中に直接または間接的にご負担いただく費用 …… 投資顧問報酬をご負担いただきます。
適用する料率は、運用の対象となる資産、契約資産残高、契約内容等に応じて異なりますので、料率、上限額等を表示することはできません。

契約締結前交付書面等でご確認ください。

■その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。
｢その他費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。契約締結前交付書面等

でご確認ください。
当該手数料等の合計額については、契約期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資一任契約を想定しています。投資一任契約に係るリスクや費用は、それぞ

れの投資一任契約により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく契約締結前交付書面をご覧ください。

【投資信託のお申込みに際しての留意事項】
■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引
価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。また、
投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります
ので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

■投資信託に係る費用について　[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます]
■申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限3.78％（税抜3.5％）

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保金 上限0.5％

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 上限2.052％（税抜1.9％）
※  基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬額による加算によって、ご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。また、投資先

ファンドおよびユーロ円債等において上記以外にご負担いただく費用があります。これらの費用は基準価額の水準や、投資先ファンドおよびユーロ円
債等の状況によって変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

■その他費用
■その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。｢その他費用等｣については 、運用状況等により変動するものであり、事前
に料率、上限額等を表示することができません。交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、損保ジャパン日

本興亜アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。投資信託
に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面
をご覧ください。
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